
岡山市移住サポート補助⾦交付要綱 
 
（目的） 
第1条 岡山県外から本市内への移住又は岡山県外と本市内との二地域居住（以下「移住等」という。）を

⾏うにあたり、移住等を検討するための経費、移住等に必要となる初期経費及び移住等の実施後の
本市内での生活に適応するための経費等の一部を支援することにより移住等の促進を図るため、予
算の範囲内において岡山市移住サポート補助⾦（以下「補助⾦」という。）を交付するものとし、その
交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、岡山市補助⾦等交付規則（昭和 48 年市規則第
16 号。以下「規則」という。）に定めるところによる。 

（定義） 
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、規則で使用する用語の例によるもののほか、次

の各号に定めるところによる。 
（1） 移住 本市に転入する直前の連続した 1 年間岡山県外に在住し、転勤、進学、結婚の理由以外

で、自らの意思により本市に住み続けることを前提として岡山県外から本市内に住⺠基本台帳法
（昭和 42 年法律第 81 号）に基づき住⺠登録することをいう。 

（2） 二地域居住 岡山県外に在住している者が、期間を定めず、本市に転入することなく 1 年間のうち概
ね 30 日以上断続的に本市内に生活の拠点を設けて居住することをいう。なお、二地域以上との多
地域居住についても本号に含むものとする。 

（3） お試し移住 本市への移住等を検討するため、一時的に本市に滞在又は居住することをいう。 
（4） 市内の法人等 本市に本社、支社、事務所等が所在する法人及び任意団体をいう。ただし、国、県

及び市は除く。 
（5） 交通費 日本国内の移動にかかるもので、鉄道利用においては、鉄道の乗⾞駅から下⾞駅までの往

復の運賃及び特急・急⾏料⾦（特別⾞両料⾦は対象外）、⾶⾏機利用においては、⾶⾏機の搭
乗空港から降機空港までの往復の運賃（岡山空港から岡山駅までの往復のリムジンバスの費用を含
む。）、高速乗合バス利用においては、高速乗合バス（道路運送法施⾏規則（昭和 26 年運輸
省令第 75 号）第 3 条の 3 第 1 号に規定する路線定期運航であって、同規則第 10 条第 1 項
第 1 号ロの運賃を適用するものをいう。）の乗⾞バス停留所から下⾞バス停留所までの往復の運賃
をいう。 

（6） 正規雇用 契約期間に定めのない形態により雇用されることをいう。ただし、正規雇用を前提とした試
用期間としての有期雇用の場合は、その期間が 1 年を超えないものに限り、正規雇用とみなすものと
する。 

（7） 就職 就業していない者が、新たに正規雇用されることをいう。 
（8） 転職 就業中の者が、別の雇用者に正規雇用されることをいう。 
（9） 面接 市内の法人等が、就職希望者を採用するかどうかの選考をするために市内で実施するものをい

う。 
（10） インターンシップ 学生が在学中に、市内の法人等にて一連の 2 日間以上のインターンシップをすること

をいう。 
（11） 就職活動等 就職又は転職するための活動のうち、面接又はインターンシップ（以下「面接等」とい

う。）のために市内の法人等を訪問することをいう。 
（12） 対象住宅 本市内にある⺠間の賃貸物件で、公益社団法人岡山県宅地建物取引業協会及び一



般社団法人岡山県不動産協会加盟の不動産仲介業者が仲介する賃貸マンション・アパート、一⼾
建（貸家）をいう。 

（13） 家賃 対象住宅に係る 1 か月分の賃料で、共益費、管理費、駐⾞場代及び町内会費等その他の
経費を除いたものをいう。ただし、家賃に含まれた一体的な賃料として設定されている駐⾞場代はこの
限りでない。 

（14） 住宅 居住の用に供する建築物（居住の用に供さない部分を有する建築物にあっては、延べ床面積
の 2 分の 1 以上を居住の用に供するもの）のうち、居室、台所、便所、浴室、洗面設備及び収納
設備（以下「必須設備」という。）を有するものをいう。 

（15） 中古住宅 新築してから 2 年を超えている住宅もしくは過去に人が住んだことがある住宅をいう。 
（16） 中古住宅物件 中古住宅、中古住宅に付随する土地及び建物をいう。 
（17） 改修工事 市内の法人等が施工する住宅機能の維持若しくは向上又は住宅内の居住環境の向上

を図るために⾏う修繕、取り換え、模様替え、一部改築、増築、減築等の工事で、建築基準法（昭
和 25 年法律第 201 号）（以下「建築基準法」という。）その他の法令に違反しないもののうち、
当該住宅が工事完了後に必須設備を有するものをいう。 

（補助事業） 
第3条 補助⾦交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、別表の補助事業名の欄に掲げる区

分に応じ、同表の補助事業の欄に掲げるもののうち、申請があった年度の 3 月 31 日までに完了する
ものとする。 

（補助事業者） 
第4条 補助事業者は、別表の補助事業名の欄に掲げる区分に応じ、同表の補助事業者の欄に掲げるもの

とする。 
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助事業者としない。 
（1） 補助⾦の交付を申請する日が属する年度の末日に満 50 歳以上である者 
（2） 外国人であって、出入国管理及び難⺠認定法（昭和 26 年政令第 319 号）に定める「永住者」、

「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び日本国との平和条約に基づき日本の
国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成 3 年法律第 71 号）に定める「特別永
住者」のいずれかの在留資格を有しない者 

（3） 市税を完納していない者 
（4） 規則第 20 条第 1 項各号に定める事由により補助⾦の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日

の属する年度の翌年度から起算して 3 年を経過していない者 
（5） 暴⼒団員による不当な⾏為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に

規定する暴⼒団員（暴⼒団員でなくなった日から 5 年を経過していない者を含む。以下、「暴⼒団
員」という。）又は同条第 2 号に規定する暴⼒団若しくは暴⼒団員と社会的に非難されるべき関係
を有している者（以下「暴⼒団員等」という。） 

（6） 補助対象となる物件に同居する世帯員その他の者が、第 3 号から第 5 号のいずれかに該当する者 
（補助⾦の交付の制限） 
第5条 補助⾦の交付の制限は、別表の補助事業名の欄に掲げる区分に応じ、同表補助⾦交付限度額の

欄に記載によるものとする。 
（補助対象経費） 
第6条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち、補助⾦の交付額の算定に当たって対象となる経費



（以下「補助対象経費」という。）は、別表の補助事業名の欄に掲げる区分に応じ、同表補助対象
経費の欄の記載に該当する経費のうち、同表補助対象外経費の欄の記載に該当する経費を除いた
ものとする。 

（補助⾦額等） 
第7条 補助⾦の額は、別表の補助事業名の欄に掲げる区分に応じた補助対象経費の額に、同表補助率

の欄に定める補助率を乗じて得た額とし、同表補助⾦交付限度額の欄に定める額を上限とする。 
2 前項により算出した額に千円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。 
（交付の申請） 
第8条 補助⾦の交付を申請しようとする者は、岡山市移住サポート補助⾦交付申請書（様式第 1 号）

に、次の各号に掲げる書類のほか、規則第 5 条第 1 項第 5 項の書類として、別表の補助事業名の
欄に掲げる区分に応じ、同表申請時の添付書類の欄に掲げる書類を添えて、同表申請期限の欄に
掲げる日又は期間内の日と申請年度の 3 月 15 日のいずれか早い日までに提出しなければならな
い。 

（1） 申請者及び補助事業実施後に申請者と同居する予定の世帯員その他の者について、住所地、本市
税を滞納していないこと及び暴⼒団員等ではないことを関係機関に照会すること及び共有名義の物件
における共有名義者からの補助事業の実施への同意書及び誓約書（様式第 2 号） 

2 規則第 5 条第 2 項の規定により、同条第 1 項第 1 号から第 4 号までの書類の添付は要しない。 
（決定の通知） 
第9条 規則第 8 条に規定する通知は、岡山市移住サポート補助⾦交付（変更）決定通知書（様式第

3 号）により通知するものとする。 
（計画変更等の承認） 
第10条 補助事業者が規則第 12 条の規定により提出する書類は、岡山市移住サポート補助事業計画変

更・中止申請書（様式第 4 号）とする。 
2 補助⾦の交付決定額が増額となる計画の変更は承認しないものとする。 
3 別表の補助事業名の欄に掲げる区分に応じ、同表対象外計画変更の欄に掲げる計画の変更は承

認しないものとする。 
（軽微な変更） 
第11条 規則第 12 条に規定する市⻑の定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更とする。 
（1） 規則第 6 条の規定による交付の決定にかかる補助対象経費の 2 分の 1 の額未満の減 
（2） 規則第 6 条の規定による交付を決定した額に変更のない補助対象経費の増 
（状況報告） 
第12条 規則第 13 条に規定する状況報告は要しない。 
（着手届及び完了届） 
第13条 規則第 15 条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は要しない。 
（実績報告） 
第14条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して 20 日以内に、別表

の補助事業名の欄に掲げる区分に応じ、必要に応じて同表実績報告書類の欄に掲げる書類にて事
業等の実施状況を報告しなければならない。 

（補助⾦等の額の確定） 
第15条 規則第 17 条の規定による通知は、岡山市移住サポート補助⾦確定通知書（様式第 6 号）によ



り⾏うものとする。 
（交付の請求） 
第16条 規則第 19 条第 2 項の規定による補助⾦の交付の請求は、岡山市移住サポート補助⾦交付請求

書（様式第 7 号）に、別表の補助事業名の欄に掲げる区分に応じ、同表請求時の添付書類の欄
に掲げる書類を添付し、市⻑に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 
第17条 補助事業者が規則第 20 条第 1 項各号又は次の各号のいずれかに該当するときは、補助⾦の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 
（1） 補助事業者が中古住宅購入又はリフォームサポートの事由により補助⾦の交付を受けた場合におい

て、市⻑が認めるやむを得ない事情がある場合を除き、補助⾦の実績報告のあった日から起算して 2
年を経過する前に補助対象住宅から転居したとき 

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助⾦の額の確定があった後についても適用する。 
3 補助事業者が、規則第 12 条の規定により提出しなければならない書類を提出しないときは、市は、

提出期限を明示して、補助事業者に対して書類の提出を書面により督促するものとする。 
4 前項の規定による督促を⾏った場合において、提出期限までに書類の提出がなされない場合は、市

は、当該補助事業にかかる交付決定を取り消すことができる。 
5 規則第 8 条の規定は、第 1 項又は前項の取り消しをした場合に準用する。 
（補助⾦の返還及び加算⾦） 
第18条 市⻑は、前条第 1 項の規定により補助⾦の交付の決定を取り消した場合において、既に補助⾦が

交付されているときは、規則第 21 条の規定に基づき補助事業者に対し期限を定めてその返還を命
ずるものとし、補助事業者は、補助⾦の返還を命ぜられたときは、規則第 22 条の規定に基づき加算
⾦を市に納付しなければならない。 

2 返還する補助⾦の額は、次の各号に定める額とする。 
（1） 規則第 20 条第 1 項に該当するとき 交付決定額の全額 
（2） 前条第 1 項第 1 号に該当し、補助⾦の実績報告のあった日から起算して 2 年を経過する前に補

助対象住宅から転居したとき 交付決定額の全額 
（移住促進事業への協⼒） 
第19条 補助⾦の交付を受けた者は、市から移住定住促進事業への協⼒依頼があった場合は、可能な範囲

で協⼒するよう努めるものとする。 
（委任） 
第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市⻑が別に定める。 
 
附 則 
1 この要綱は、令和 7 年 4 月 1 日から施⾏する。 
2 別表補助⾦交付限度額に規定する補助⾦の交付制限については、岡山市 UIJ ターン希望者のためのお

試し住宅利用補助⾦及び岡山市二拠点居住等住宅支援補助⾦の利用を通算し、適用する。 
3 令和 6 年度に申請のあった岡山市 UIJ ターン希望者のためのお試し住宅利用補助⾦交付要綱（以下

「旧要綱」という。）第 5 条ただし書きに該当する者については、別表の補助事業名賃貸住宅家賃サポート
の区分の補助⾦交付限度額の欄ただし書きに該当する者とみなし、旧要綱第 6 条第 1 号ただし書きに規
定する月数を上限に、別表の申請期限内に補助⾦の交付申請ができるものとする。  



別表（第 3 条－第 6 条、第 12 条関係） 
 
補助事業名 就職・転職サポート 賃貸住宅家賃サポート 中古住宅購入又はリフォー

ムサポート 
補助事業 市内の法人等への就職活

動等のための面接等 
対象住宅の利用 中古住宅物件の購入、中

古住宅の改修工事及びこれ
らに附帯する家財の処分 

補助事業者 ①岡山県外に在住し、就
職活動等を⾏う者 

②本市に移住等を希望し
ている者 

①対象住宅の賃貸借契約
の名義人である者 

②本市に移住等又はお試し
移住をする者 

③契約期間の初日以前まで
に連続して 1 年以上岡山
県外に居住している者 

④国、県又は他の市町村か
らの住宅に係る補助や公
的扶助並びに企業等から
の住居手当を受け取って
いない者   

申請日又は本市への転入
日のいずれか早い日の直前
までに連続して 1 年以上岡
山県外に住所があり、かつ転
入日から起算して 1 年を経
過していない者のうち、実績
報告日以後 2 年以上にわ
たって補助対象住宅に居住
する意思を有する者 
 

補助⾦交付
限度額 

①16,000 円 
②1 年度あたり 1 人につき
2 回まで 

①1 か月あたり 37,500 円
までかつ 4 か月分まで 
②1 世帯につき 1 回まで。
（ただし、前年度の 3 月分
まで補助⾦の交付決定を受
けて対象住宅を利用していた
者が、継続して当年度の４
月以降も対象住宅を利用す
る場合は、当年度の対象住
宅の利用について、通算で補
助⾦交付限度額の範囲の
期間について 2 回目の交付
をすることができる。） 

①200,000 円 
②1 人もしくは 1 物件につき
1 回まで 

補助対象経
費 

自宅（自宅が海外にある
場合は日本国内の滞在
地）から面接等をする場
所までの往復の交通費 

入居日に最も近い満額の月
額家賃を負担する月から、フ
リーレント等月額家賃の全部
又は一部の負担が免除され
る月を除く連続した 4 か月分
の家賃  

申請者が契約した中古住宅
物件にかかる購入又は中古
住宅の改修工事及びこれら
に附帯する家財の処分にか
かる経費。ただし、実績報告
時に申請者が名義人である
中古住宅を含む中古住宅



物件に限る。 
補助対象外
経費 

①国、県、市町村又は市
内の法人等から交付又
は支給される補助事業
に係る⾦額 

②補助⾦額が 2,000 円
未満となる補助事業に
かかる経費 

 ①市、県及び国が⾏う他の
補助制度の対象となる工
事に係る経費 

②空調設備、冷蔵庫、洗濯
機、食洗器、照明、コンロ
などの家電製品、ガス器
具等の購入及び設置工
事に係る経費 

③カーテン、家具、ピアノ等の
備品の購入や設置工事
に係る経費 

④補助事業完了時に不動
産登記法（平成 16 年
法律第 123 号）第 47
条の規定による登記が完
了しない物件にかかる経
費 

補助率 補助対象経費の 2 分の 1 補助対象経費 1 か月あたり
の家賃の 2 分の 1 

補助対象経費の 2 分の 1 

申請時の添
付書類 

①補助事業者の現居住地
を確認できる書類（補
助事業者の氏名が記載
された免許証、健康保
険証、住⺠票等の写し
とし、住⺠票と現居住地
が異なる場合は公共料
⾦の領収書又は現居住
地の賃貸物件の契約書
等の写し） 

②交通費内訳表（様式
第 8 号） 

③補助事業に係る経費支
出の証拠書類の写し 

④岡山市移住サポート補
助⾦利用者アンケート 

①賃貸借契約に係る契約
者、契約日、契約期間、
家賃が分かる書類 

②対象住宅に同居をする者
全員の住⺠票の写し（た
だし、補助事業者について
は、契約期間の初日以前
までに連続して 1 年以上
岡山県外に居住している
ことがわかるもの） 

①中古住宅に同居をする者
全員の住⺠票の写し（た
だし、補助事業者について
は、本市に転入する直前
の連続した 1 年間、岡山
県外に在住していることが
わかるもの） 

②契約者名、売買又は工
事の内容、契約⾦額及び
⾦額の内訳がわかる契約
締結後の契約書又は請
書の写し 

③中古住宅の建物の名義
人であることを客観的に証
明する書類の写し（補助
対象住宅の所有権の変
更を伴わない場合に限
る。） 

申請期限 面接等の実施日から、当
該日の 1 か月後の日まで

①入居日に最も近い満額の
月額家賃を負担する月の

売買又は工事の契約日から
1 か月後の日 



の期間 末日（ただし、当該月が
3 月の場合は 3 月 15 日
まで） 

②2 回目の申請となる者に
ついては、当該年度の 4
月 30 日   

対象外計画
変更 

面接等をする市内の法人
等の変更 

補助対象住宅の変更 補助対象中古住宅物件又
は契約業者の変更 

実績報告書
類 

実績報告は不要 ①岡山市移住サポート補助
事業実績報告書（様式
第 5 号） 

②補助事業に係る経費支
出の証拠書類の写し 

③家賃扶助状況申告書
（様式第 9 号） 

④岡山市移住サポート補助
⾦利用者アンケート（ただ
し、2 回目の申請をする者
は、1 回目の実績報告時
には省略することができ
る。） 

①岡山市移住サポート補助
事業実績報告書（様式
第 5 号） 

②中古住宅の名義人がわか
るもの（申請時に提出し
ていない場合に限る） 

③補助事業を⾏った部分の
施工前・施工後の写真。
ただし、中古住宅物件の
購入による申請の場合を
除く。 

④本市に転入後の補助事
業者の住⺠票の写し 

⑤補助事業に係る経費支
出の証拠書類の写し 

⑥岡山市移住サポート補助
⾦利用者アンケート 

請求時の添
付書類 

岡山市移住サポート補助
⾦交付決定通知書の写し 

岡山市移住サポート補助⾦
確定通知書の写し 

岡山市移住サポート補助⾦
確定通知書の写し 

 



様式第 1 号（第 8 条関係） 

 

岡山市移住サポート補助金交付申請書 

  年  月  日 

岡 山 市 長  様 

                   申請人 住所 

氏名
ふりがな

 

電話番号 

 

岡山市移住サポート補助金交付要綱第 8 条第 1 項の規定により、関係書類を添えて下記の

とおり申請します。なお、申請にあたっては、岡山市補助金等交付規則及びこの要綱に定め

る条項の適用を受けることについて同意します。 

 

補助年度 年度 補助金等の名称 岡山市移住サポート補助金 

他の補助制度の適用 □なし □あり（制度名：                   ） 

補

助

金

の

区

分

等 

□就職・転職サポート 

実

施

実

績
 

面接等の日時  

面接等の場所  

企業等証明欄 

以下の項目について証明します。 

1 申請人は、上記にて、面接（正規雇用を前提とした選考）又はイン

ターンシップ（2日間以上のプログラム）を受けた。 

2 申請人に交通費として         円支給した。 

     年   月   日 

企業等名称 

所在地                       ㊞ 

担当者名 

□賃貸住宅家賃サポート 

物件の所在地・建物名称 

 岡山市（ 北・中・東・南 ）区 

入居開始日 年  月  日 補助期間終了日 年  月  日 

□中古住宅購入又はリフォームサポート      2年以上居住する意思 □あり 

物件の所在地・建物名称 

 岡山市（ 北・中・東・南 ）区 

着手予定日 

（契約締結日） 
年  月  日 事業完了予定日 年  月  日 



補助対象経費  

補助金申請額                 円 

振込口座 

 

申請人個人名義の 

口座を記入して 

ください 

銀行・金庫 

組合・農協 
□普通 □当座 

支店 

出張所 

口座 

番号 
       

添付書類 

【共通】 

□1 同意書及び誓約書（様式第2号） 

【就職・転職サポート】 

□2 申請者の現居住地を確認できる書類（免許証、マイナンバーカード、住民票等

の写し。住民票と現居住地が異なる場合は公共料金の領収書、現居住地の賃貸

物件の契約書等の写し） 

□3 交通費内訳表（様式第8号） 

□4 補助事業に係る経費支出の証拠書類の写し 

□5 岡山市移住サポート補助金利用者アンケート 

【賃貸住宅家賃サポート】 

□6 賃貸借契約に係る契約者、契約日、契約期間、家賃が分かる書類 

□7 対象住宅に同居をする者全員の住民票の写し（ただし、申請者については、契

約期間の初日以前までに連続して1年以上岡山県外に居住していることがわ

かるもの） 

【中古住宅購入又はリフォームサポート】 

□8 中古住宅に同居をする者全員の住民票の写し（ただし、申請者については、本

市に転入する直前の連続した1年間、岡山県外に在住していることがわかるも

の） 

□9 契約者名、売買又は工事の内容、契約金額及び金額の内訳がわかる契約締結後

の契約書又は請書の写し。 

□10 中古住宅の建物の名義人であることを客観的に証明する書類の写し（補助対

象住宅の所有権の変更を伴わない場合に限る。） 

* 担当課所見  

＊の欄は記入しないでください。  



様式第 2 号（第 8 条関係） 

年   月   日 

同意書及び誓約書 

岡 山 市 長  様 

申請者 氏名
ふりがな

 

 

岡山市移住サポート補助金の交付を申請するにあたり、申請者及び次表の者は、下記の事項に

ついて同意及び誓約します。 

 

氏名
ふりがな

 区分 氏名
ふりがな

 区分 

 
□同居人 

□共有名義人 
 

□同居人 

□共有名義人 

 
□同居人 

□共有名義人 
 

□同居人 

□共有名義人 

 
□同居人 

□共有名義人 
 

□同居人 

□共有名義人 

 

記 

 

 
就職・

転職 

賃貸住

宅家賃 

中古住

宅購入

又また

はリフ

ォーム 

同意及び誓約内容 

同

意

事

項

 

□ □ □ 
補助金の交付決定及び岡山市の移住・定住促進政策検討の資料とす

るため、必要な範囲において岡山市長が岡山市税の課税情報、納付

状況を閲覧・確認することに同意します。 

□ □ □ 

補助金の交付決定、返還要件に該当しないことの確認及び岡山市の

移住・定住促進政策検討の資料とするため、必要な範囲において岡

山市長が住民基本台帳の記載事項を閲覧・確認することに同意しま

す。 

□ □ □ 

補助金の交付決定の資料とするため、市長が岡山県警察本部に暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77

号)(以下｢法｣という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(暴力団員

でなくなった日から 5 年を経過していない者を含む。以下｢暴力団

員｣という。)の該当の有無について照会することに同意します。 

  □ 共有名義の物件について、申請者の補助事業実施に同意します。 

誓

約

事

項

 

□ □ □ 
岡山市への移住等の理由は、転勤、進学、結婚を目的としていない

ことを誓約します。 

□ □ □ 
暴力団員又は法第 2 条第 2 号に規定する暴力団若しくは暴力団員と

社会的に非難されるべき関係を有していないことを誓約します。 

□ □ □ 
申請内容に虚偽があった場合等補助金の返還事由に該当した場合

は、補助金を返還することを誓約します。 

 □  
国、県又は他の市町村からの住宅に係る補助や公的扶助、並びに企

業等からの住居手当の対象となっていないことを誓約します。 

 
以上 



様式第 3 号（第 9 条関係） 

 

岡山市移住サポート補助金交付（変更）決定通知書 

 

岡山市指令   第   号 

年   月   日 

申請人 

住所 

氏名 

岡山市長 

 

年  月  日付で申請のあった補助金の交付については、次のとおり決定したので、

岡山市移住サポート補助金交付要綱第 9条の規定により通知します。 

 

補助年度 年度 補助金等の名称 岡山市移住サポート補助金 

補助事業の区分 

□就職・転職サポート 

□賃貸住宅家賃サポート 

□中古住宅購入又はリフォームサポート 

補助対象金額  

交付決定額  

交付予定時期 補助事業実施後 

交付条件 

1 補助事業の内容等の変更をするときは、市長の承認を受けること。 

2 補助事業を中止するときは、市長の承認を受けること。 

3 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は遂行が困難となっ

たときは、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

4 申請人は、岡山市補助金等交付規則（昭和48年市規則第16号）及び

岡山市移住サポート補助金交付要綱に定めるところに従わなければ

ならない。 

注 上記の交付決定に対して不服がある場合は、この通知書受領の日から 20 日以内に文書で申請の取下げをしてください。 



様式第 4 号（第 10 条関係） 

 

岡山市移住サポート補助事業計画変更・中止申請書 

 

  年   月   日 

岡山市長  様 

                   申請人 住所 

氏名 

 

岡山市移住サポート補助金交付要綱第 10条第 1項の規定により、（ 変更 ・ 中止 ）

したいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

指令年月日 年  月  日 指令番号 岡山市指令   第   号 

補助年度 年度 補助金等の名称 岡山市移住サポート補助金 

補助事業の 

区分 

□就職・転職サポート 

□賃貸住宅家賃サポート 

□中古住宅購入又はリフォームサポート 

補助事業等の 

内容 

変更前 

変更後（ □中止 ） 

変更又は中止の 

理由 

 

変更又は中止の 

年月日 
年    月    日（予定） 

添付書類 

□ 変更内容のわかるもの 

□ その他 

* 担当課所見  

＊の欄は記入しないでください。  



様式第 5 号（第 14 条関係） 

 

岡山市移住サポート補助事業実績報告書 

 

  年  月  日 

岡 山 市 長  様 

                   申請人 住所 

（申請後に住民票を異動した □） 

氏名 

 

岡山市移住サポート補助金交付要綱第 14 条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

指令年月日   年   月   日 指令番号 岡山市指令   第   号 

補助年度 年度 補助金等の名称 岡山市移住サポート補助金 

補

助

金

の

区

分

等 

□賃貸住宅家賃サポート □中古住宅購入又はリフォームサポート 

物件の所在地・建物名称 

岡山市（ 北・中・東・南 ）区  

着手日 

（入居開始日） 
年  月  日 完了日 年  月  日 

交付決定通知額  

補助事業等経費精算額  

補助事業等の経過及び内容  

添付書類 

【賃貸住宅家賃サポート・中古住宅購入又はリフォームサポート】 

□1 補助事業に係る経費支出の証拠書類（レシート、領収書、クレジット決済の明細、

口座引き落としの通帳又はそのことがわかるパソコン、スマートフォン等のスク

リーンショット等）の写し 

□2 岡山市移住サポート補助金利用者アンケート 

【賃貸住宅家賃サポート】 

□3 家賃扶助状況申告書（様式第9号） 

【中古住宅購入又はリフォームサポート】 

□4 中古住宅の名義人がわかるもの（全部事項証明書（写し）等）（申請時に提出して

いない場合） 

□5 補助事業を行った部分の施工前・施工後の写真（中古住宅物件の購入による申請

の場合を除く） 

□6 本市に転入後の補助事業者の住民票の写し 

※報告事項審査結果（担当課）  

＊の欄は記入しないでください。  



様式第 6 号（第 15 条関係） 

 

岡山市移住サポート補助金確定通知書 

 

第    号 

  年   月   日 

申請人 

住所 

氏名 

岡山市長 

 

    年  月  日付で実績報告のあった補助事業について、次のとおり補助金等の額を確

定したので、岡山市移住サポート補助金交付要綱第 15条の規定により通知します。 

 

指令年月日 年  月  日 指令番号 岡山市指令   第     号 

補助年度 年度 補助金等の名称 岡山市移住サポート補助金 

交付決定通知額  円 

補助事業等の経費精算額  円 

補助金の交付確定額                     円 

  



様式第 7 号（第 16 条関係） 

 

岡山市移住サポート補助金交付請求書 

 

 年   月   日 

岡 山 市 長  様 

                   申請人 住所 

氏名 

 

岡山市移住サポート補助金交付要綱第 16 条の規定により、次のとおり請求します。 

 

指令年月日 年  月  日 指令番号 岡山市指令   第     号 

補助年度 年度 補助金等の名称 岡山市移住サポート補助金 

交付確定額 円 

交付請求額 円 

添付書類 
□ 岡山市移住サポート補助金交付決定通知書（写し） 

□ 岡山市移住サポート補助金確定通知書（写し） 

  



様式第 8 号（別表関係） 

 

交通費内訳表 

 

行程 利用区間 区分 金額 利用交通機関名 

1 ～ 
□片道 

□往復 
円  

2 ～ 
□片道 

□往復 
円  

3 ～ 
□片道 

□往復 
円  

4 ～ 
□片道 

□往復 
円  

5 ～ 
□片道 

□往復 
円  

6 ～ 
□片道 

□往復 
円  

7 ～ 
□片道 

□往復 
円  

8 ～ 
□片道 

□往復 
円  

9 ～ 
□片道 

□往復 
円  

10 ～ 
□片道 

□往復 
円  

11 ～ 
□片道 

□往復 
円  

12 ～ 
□片道 

□往復 
円  

合計金額 円 

鉄道、飛行機及び高速乗合バスでご利用の区間のみ記入してください。 

海外からの場合は、日本国内の区間のみ記入してください。 



様式第 9 号（別表関係） 

 

家賃扶助状況申告書 

 

 年   月   日 

岡 山 市 長  様 

申請人 氏名 

 

以下の事項について、申告します。 

 

 

1 補助対象期間中、国、県又は他の市町村からの住宅に係る補助や公的扶助を 

 

□受け取っていません 

 

□受け取っています （    年   月   日～    年   月   日） 

 

2 企業等からの住居手当の受け取り状況は以下のとおりです。 

 

企業等証明欄に記載ができない場合の理由： 

 

 □現在、就業していないため 

 

 □その他（                                   ） 

 

 

企業等証明欄 

 

申請人が入居する以下の物件について、下記の期間、住居手当を支給していないことを証明

します。 

 

就職日 年   月   日 

住居手当 

不支給期間 
年   月   日～      年   月   日 

 

企業等名称                            ㊞ 

所在地 

 

 

  


